
●　　　　　　　　　　　●
ホ ． そ の他 の 制 度 改 革

総務省、厚生労働省、経済 国土交通省 総務省、厚生労働省、経済産 総務省、厚生労働省、経済産 現在進めている「テレワーク・ ①「テレワーク・S O H O の推進
産業省、国土交通省は連携 業省と連携して、「テレワーク・業省と連携して実施した、「テ S O H O の推進による地域活性 による地域活性化のための総
して、平成14年度から、情 S O H P の推進による地域活性 レワーク・S O H O の推進によ 化のための総合的支援方策 合的支援方策検討調査」の結
報通信環境の高度化、地域 化のための総合的支援方策 る地域活性化のための総合的検討調査」の結果等を踏まえ 果分析とテレワーク推進上の
コミュニティ形成、ビジネス環 検討調査」を実施し、テレワー 支援方策検討調査」により、テ て、総務省、厚生労勧省、経 課題、支援のあり方等をまと
境整備、就業条件の確保等 ク推進のための総合的な支援 レワーク人口及びテレワーク 済産業省と連携して、テレワー め、シンポジウムで公表予定。
を通じて、テレワーク・SOH O 方策を検討している。 推進上の課題等のテレワーク クを推進する上での課題と総 ②総務省、厚生労働省、経済
など多様な働き方を支援す
る。

また、総務省、厚生労働省等 の実態を明らかにしているとこ
ろ。

合的な支援方策について検討 産業省と連携して、テレワーク
と連携して、情報通信機器に していくことが必要である。 の総合的な支援方策を検討・
あまり習熟していない女性・高 また、コンテンツの試作と、ス また、女性・高齢者等の社会 実施するための「テレワークモ
齢者等がテレワークを手軽に キル習得のための講習会の 参画に資するため、試作した デル都市制度」について検討
実施できるコンテンツを試作す 実施等により、女性・高齢者等 コンテンツの充実を図る必要 していく。
るとともに、スキル習得のため の社会参画に資する環境整備 がある。 また、平成14年度に試作した
の講習会等を実施した。 を推進した。 さらに、テレワークの普及啓発 コンテンツを充実させ、テレ
さらに、勤労者を対象とした さらに、エッセイコンテスト及び 活動の継続的な実施が必要でワーク実施環境の整備を行

う。
さらに、シンポジウム等の普及

エッセイコンテスト及び記念セ 記念セミナーにおいては、勤 ある。
ミナ一による普及啓発活動を 労者がテレワークにより実現し
実施した。 ているライフスタイルの紹介・

表彰や、企業におけるテレ

ワークの先進事例等の紹介を・
行い、テレワークの推進のた
めの気運を醇成した。

啓発活動を実施していく。
③テレワークモデル都市の指
定を行い、総合的な支援を実
施するとともに、シンポジウム
等の普及啓発活動を実施す

総務省及び関係府省は、第 国土交通省 e－Japan2002プログラムに ・空港利用者を対象とした 1 4 年度で研究成果とりま
4世代移動通信システムな 掲げられているe！プロジ工 携帯端末による交通情報等 とめ予定
ど、どこでも型、移動型の クトの一環としての、公共 の提供に関する研究開発に
次世代廿の産学官研究開発 交通機関を含めたマルチ 関して、現在実証実験の実
を推進する。 モーダルな交通情報を利用

者に対して提供するシステ
ムの研究開発について、空
港利用者を対象とした携帯
端末による交通情報等の提
供に関する研究開発を実施
由一

施中

総務省、関係府省は、情報
開示の推進等を含め電子政

国土交通省 地理情報標準のJIS化のた
め、

JIS化のための専門用語の整
備。

ISOにおいて国際規格となっ
た項目について，順次JIS化

①日本工業標準調査会
（JISC）に対する準備。

府 ・電子自治体を推進し、 ・専門用語の審議を行っ を図る。 （診JISの審議 ・制定。
原則すべての国民との間の た。 ⑨国際規格となった項目に
手続きの電子化を平成15年
度中に実施する。また、関
係府省は、汀S、G ISの本格

・国際標準化機構 H SO）にお

いて国際規格となった項目
について，JIS原案を審議

ついて，順次JIS化を図る。
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的普及、医療や防災等の公
共分野におけるIT化加速、
電子商取引等を推進すると
ともに、電子入札を積極的
に進める。

GISアクション
2002－2005に基づき、引き続
きGIS関連諸施策を推進して
いる。

GISを利用する基盤環境を概
成し、GISを有効に活用し、
行政の効率化と質の高い行
政サービスの実現を図る取
り組みを進めている。

今後もGISアクション
ラムの施策の着実な推進に
努める。

GISアクション
ラムの施策の着実な推進に
努める。

集・解析・配信するシステ
ムの構築を実施。

地殻変動のリアルタイム監
視が可能となった。
電子基準点リアルタイム
データを用いてcmオー
ダーでの位置情報サービス
を民間が行うことが可能と

安定した電子基準点データ
収集・解析に努め、地殻変
動監視及び位置情報サービ
スを継続して行う。

ノンストッ
払いシステム（ETC）を
全国の主要な料金所（約900
カ所）に整備
・ETCの普及促進を目的
として「ETC前払割引」
を導入
・道路交通情報通信システ
ム（VICS）によるサー
ビスを概ね全国で実施。
・走行支援システムの実道
実験を実施。
・一つの車載器でETCや
駐車場管理等の路車間通信
を活用した官民の多様な
サービスを利用できる技術
の研究開発を推進。

・全体交通量の約9割がE
TCサービスを利用可能
・通路交通情報通信システ
ム（VICS）によるサー
ビスが概ね全国で利用可能

※平成15年度中（実施時期
は未定）
・ETC車載器リース制度
の創設

※平成15年度中（実施時期
は未定）
・ETC利用者に特化した
多様な料金施策の実施

（参それ以降
・平成15年度末までに、基
本的に全ての料金所にET
Cを整備

①②③（継続実施）
・一つの車載器でETCや
駐車場管理等の路車間通信
を活用した官民の多様な
サービスを利用できる技術
の研究開発など、各種I T
Sサービスの研究開発・導
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「循環型社会形成推進基本
計画」を平成14年度未ま
でに策定し、関係府省は、
循環型社会に対応した新た
なライフスタイル、ビジネ
ススタイルの普及を推進す
ること等により、静脈産業
の育成、グリーン物品の市
場拡大等を図る。

国土交通省 ・東京圏における建設廃棄
物共同集配システム実証実
験の実施

東京圏の臨海部等の遊休
地を活用したリサイクル事
業を促進するフィージビリ
ティスタディ調査を実施。
・調査対象廃棄物　コンク
リート塊、アスファルト
塊、建設発生木材、建設汚
泥、金属くず、廃プラス
ティック等の建設廃棄物等
・調査項目
①産業廃棄物の排出・収
集・運搬・処理・再資源化
の現状と課題の把握。
②収集・運搬・再資源化の
関連インフラの状況と課題
の把握。
・トラック等による効率
的・低コストの収集・運搬
システムの検討。
・現在、実験結果解析及び
各種課題の検討を実施中。

・実験結果を整理の上、成
果の利活用が図られるべく
記者発表予定。
・今後、今回実験を行った
廃棄物共同集配システムの
導入促進を図るための基礎
資料として活用。

・実験結果を整理し、課題
については今後整理の予
定。
・建設廃棄物の共同収集・
運搬の管理・運営基地とな
るリサイクルセンターの検
討。

第156回国会会期末
実験結果の整理後、建設

廃棄物共同集配システムの
導入促進に係る検討を実施
する。

②平成15年末
必要があれば、今回の実

験により判明した課譲及び
システム導入促進に係る検
討を踏まえ、システムの改
善に係る追加的な検討を実
施する。

⑨それ以降
建設廃棄物共同集配シス

テムの導入促進に係る施策
検討を実施する。
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関係府省は、廃棄物・リサイ
クル処理などの環境技術の
実用化に向けた研究開発等
を進めることにより、経済活
動の環境への負荷を低減
し、環境セクターを創出し、
拡大する。また、関係府省
は、自動車リサイクル制度の
創設や、各種リサイクル法の
着実な実施など循環型社会
の構築に向けた取組みを推
進する。

国土交通省 月29日にr港湾を核
とした総合的な静脈物流システム
の構築」が、交通政策審議会の答
申の中に位置づけ。
・「港湾を核とした総合的な静脈物
流システムの構築」へ向け、静脈
物流基盤の整備を平成15年度港
湾整備事業費で要求。
・リサイクル関連団体やリサイク
ルポートに指定された港湾管理者
等から構成されるr港湾を核とし
た静脈物流システム事業化検討
委員会」を開催し、具体的取組に
ついて検討を行った。

平成14年11月1日：第1回委員
会開催　平成14年12月11日：第
2回委員会開催
・廃棄物最終処分場の逼迫化に
対応するため、平成14年7月に民
活法特定施設に追加されたr廃棄
物海面処分場延命化施設」に関
する基本指針を告示したく平成15
年1月16日）。
・グローバルな視点からの循環型
社会の構築に寄与するため、循
環資源の輸出ターミナルの拠点
化・大型化・情報ネットワーク化等
による効率的な国際静脈物流シ
ステムの構築に向けた調査につ
いて平成15年度行政経費として
要求した。

・平成14年5月30日に、広域的
なリサイクル施設の立地に対
応した静脈物流ネットワークの
拠点となる港湾（リサイクル
ポート）として、室蘭港・苫小牧
港、東京港、神戸港、北九州
港を1次指定した。

低

脈物流ネットワークを構築する

ための拠点となるリサイクル
ポートの配置。

・港湾を核とした静脈物流シス

テムの事業化を促進する官民
パートナーシップの構築。

・将来発生量が見込まれる鉄

くず等の余剰循環資源の有効

活用と効率的な国際静脈物流

システムのあり方。

①第1 56回国会会期末
・平成14年度中に「港湾を核と
した静脈物流システム事業化
検討委員会」の検討成果を公
表する。
・平成15年4月にリサイクル
ポートの2次指定を行う。
・平成15年4月に民間企業やリ
サイクルポートに指定された
港湾管理者等によって構成さ
れるリサイクルポート推進協議
会を設置する。

②平成15年末
・国際静脈物流システムの構
築のための調査を行い、具体
的取組について取りまとめを
行う。
・港湾整備事業により、岸壁・
ストックヤード等の静脈物流基
盤の整備を引き続き推進す
る。

③それ以降
・リサイクルポートの形成を支
援するため、港湾を核とした総
合的な静脈物流システムの構
築に向け諸施策を推進する。
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●　　　　　　　　　　　●
関係府省は、地球温暖化対 国土交通省スーパーエコシップの市場 在来船の半分がスーパーエ スーパーエコシップの普及 （か二重反転式ポッド型推進
策を進める観点から、低公 ニーズ調査、船種、主要 コシップに代替され、副次 に不可欠な乗組み制度等の 器の実寸モデルの設計 ・製

作＿
（診二重反転式ポッド型推進

書車、環境配慮型の住宅、 目、具備すべき要件等の検 的にモーダルシフトが進む 検討を行う必要がある。
建築物及び機器等の開発 ・ 討やCADとCFD （数値流体力 ことでさらに長距離雑貨輸
普及に係る民間企業の取組 学）を統合した船型設計及 送の 1 0 ％に相当する分の 器の実寸モデルの設計 ・一製

作
スーパーエコシップ搭載用

みを促進し、新たな需要や び総合性能評価システムの 新造船需要が見込まれる。
産業の創出を円滑化する。 研究開発、CFDと水槽試験に これらの経済効果は金額に
また、国土交通省は、平成 よる新船型の性能評価試 して 1 0年間で約6 3 0 0 高効率舶用ガスタービン
1 4 年度から利用運送事業 験、二重反転式ポッド型推 億円である。また、これに （SMGT）の設計
者等の取組みを促進するた 進器の要素モデル試験等の 伴い、舶用ガスタービン保 実証船の基本設計
めの参入規制の見直し等に 研究を実施。スーパ「エコ 守管理会社等の新規産業が ③二重反転式ポッド型推進
より環境負荷低減型物流へ シップの平成 1 8年度から 創出され、約 6万人の誘発 器の実寸モデルの試験、
の転換を進める。 の速やかな市場への投入を

可能とするため、平成14年
度補正予算により、予定さ
れている研究開発を前倒し
して皇施＿

雇用が見込まれる。 スーパーエコシップ搭載用
高効率舶用ガスタービン
（SMGT）の製作、実証船の

詳細設計 ・建造および実証

．．、青・関係府省は、地球温暖化対 国土交通省 ・三大都市圏のバス・トラック 低公害車の普及を促進し、 大都市地域等における大気 ①課題を踏まえて、補助制
策を進める観点から、低公 事業者による低公害バス・ト 大気環境の改善を図るた 汚染問題は依然として厳し 度の拡充を行い、平成15年4
害車、環境配慮型の住宅、 ラック等の導入に対する補助 め、平成14年度から、自動 い状況にあることから、都 月から新制度を実施。
建築物及び機器等の開発・ を実施。 車NOx・PM法の対策地域亡お 市部への流入車対策のため
普及に係る民間企業の取組 けるバス ・トラック事業者 の補助対象地域の拡大、環
みを促進し、新たな需要や産 による低公害車両等の導入 境性能の優れる車両を補助
業の創出を円滑化する。 に対する補助を実施してい

る。
対象に追加するなど、さら
なる制度の拡充が必要。

関係府省は、地球温暖化対 国土交通省 ・大型ディーゼル車に代替す 次世代低公害エンジンの試作 試作した次世代低公害エンジ ①課題を踏まえて、平成16年
策を進める観点から、低公 る次世代低公害車の開発・実 を行い、基礎的な評価を行っ ンを利用し、次世代低公害車 中を目途に、大型ディーゼル
害車、環境配慮型の住宅、 用化を促進するため、次世代 た。 の試作車を作成し、環境性能 に代替可能な次世代低公害
建築物及び機器等の開発・
普及に係る民間企業の取組

みを促進し、新たな需要や産
業の創出を円滑化する。

の低公害技術の開発及びそ
の評価を行い、次世代低公害
車に係る安全上・環境保全上

の技術基準の骨子を策定。

等の評価を行う。 車の試作車を作成する。
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● ●
燃料電池については、内閣 国土交通省 ・平成14年も月に、国土交通 ・燃料電池自動車の安全性等 燃料電池自動車を大量生産す ①課題を踏まえて、再点検結
官房及び関係府省は、平成 省、経済産業省、環境省の三 に関する基準を策定するため るために必要となる型式指定 果に基づき、燃料電池に係る＿
17 年を目途に安全性の確 省副大臣からなる燃料電池プ こ必要となるデータ項目を整 の取得が可能となるよう、燃料 個々の規制の見直しを平成16
保を前提としつつ、包括的な ロジ工クトチームにおいて、燃 理した。 電池自動車に係る安全性等に 年までに実施。
規制の再点検を行う。また、 料電池の実用化・普及の加速 ・平成14年12月、官邸、国土 関する基準を策定する。
関係府省は、燃料電池自動 化に向けて、今後拡充・強化 交通省等に燃料電池自動車
車、住宅用燃料電池の開 すべき施策を取りまとめた「燃 の試験的な市販第一号車を導
発・普及を推進する。 料電池プロジェクトチーム報告

書」を作成。　　　　 ・平成

14年 10 月に、内閣官房及び
関係省庁からなる「燃料電池
実用化に関する関係省庁連絡
会議」において、燃料電池に
係る規制について政府全体と
して安全性の確保を前提とし
た包括的な規制の再点検を実
施。

入。

国土交通省は、関係府省と 国土交通省 グローバル観光戦略を関係 今後、外国人旅行者が増大 関係府省、地方自治体、民 ①
協力して、平成 1 ＿4 年度か 府省と協力して策定し、平 することにより、新たな民 間企業等が一体となった戦 国、地方自治体、民間企業
ら、外国人旅行者の訪日を 成14年 12月24日の閣僚懇談 間需要の創出及び雇用の創 略の推進 等が官民一体となって本戦
促進するグローバル観光戦 会において、国土交通大臣 出がえられる。 略を推進する体制の整備。
略を構築し、個性ある日本

の文化、自然環境などの国
際P R や、地域の特性、創
意工夫を活かした観光地づ
くりを推進する。

がその旨発言し公表した。 ②、③
多様な主体が連携し、進捗
状況をフォローアップしな
がら本戦略に基づく各種施
策を実施。

平成 1 5 年度からの 「ビ 外国人旅行者の増大、ひい 関係府省、地方自治体、民 ①
ジット・ジャパン ・キヤン ては新たな民間需要の創出 間企業等の事業との連携 国、地方自治体、民間企業
ペーン」事業の本格的展開 及び雇用の創出が期待でき 等が官民一体となって事業
のための事前準備として、
重点対象国に対する市場調
査等の事業を実施。

る。 を推進するための実施本部
を設置し、同本部におい
て、平成15年度事業実施計
画を策定。
②、③
事業実施計画に基づき、官
民一体となって訪日促進事
学左足閻
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地域の創意工夫による個性 全国5 3 ヶ所に観光まちづ 地域の観光まちづくり・観 ①、（診、③
的な観光まちづくりを進め くりア ドバイザーを派遺す 光交流空間づくりに係る構 ○観光交流空間づくりモデ
ようとしている地域を支援 るとともに、全国 1 4 ヶ所 想の実施に対する支援。 ル事業
するため、観光まちづくり の地域における観光まちづ ・地域の個性を活かした魅
ア ドバイザーを派遣すると くりに係る構想策定を地方 力ある観光交流空間づくり
ともに、 「観光のまち」．を
拠点とした周辺地域を含め
た観光まちづくり実施支援
プログラムの策定を行って

いる。

運輸局が支援している。 のための自主的な取組を、
国土交通省がハード・ソフ．
トの両面から総合的に支援
する　r観光交流空間づくり

モデル事業」を平成 1 5 年
度より創設する。また、当
該事業における支援施策の

一環として、インフラ整備
等のハー ド施策とキャン
ペーン展開等のソフ ト施策
を戦略的に連携させた施
策 ・計画づくりの手法につ
いて調査 ・検討するととも
に、N P O と連携した観光
交流空間の管理 ・活用施策

の検討、地域固有の自然や
地場産業を活用 したツアー
プログラムのモデル的開発
調査や、外国語案内標識ガ
イ ドラインの策定を実施す
る。
○観光まちづくりプログラ
ム策定推進

・引き続き、まちづくりア
ドバイザーの派遣及び観光
まちづくり実施支援プログ

国土交通省は、平成 1 4 年 国土交通省 ・北海道版シーニックパイ ・平成 1 5 年 2 月に第一回 ・施策の実施を踏まえて課 ②平成15年末
度から、自治体のイ二シア ウェイプログラム （仮称） 検討委員会を開催 題を明らかにすることとし 北海道においてモデルルー
テイブ、地域コミュニティ を展開するため、 「北海道 ている。 トを2 ルー ト程度を選定
の協力、 I T の積極的導入 におけるシーニックパイウ し、制度導入に向けた課
を通じて、地域特性を活か エイ制度導入モデル検討委 趣、対策等について検討を
す経験型 ・目的達成型の観
光産業を育成し、内外に発
信する。

員会」を設置 行う。
③それ以降
北海道版シーニックハイ

ウェイプログラム制度の導

1　　　′
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℡ ℡
国土交通省は、平成 1 4 年 国土交通省 平成 1 ．4 年度において、温 全国355箇所の温泉地から誘 調査結果概要の公表 （D

度から観光地の魅力度の分 泉地の誘客事業の取 り組み 客事業の実態及び旅行者の 調査結果概要を公表する。
祈、診断、公表の仕組みを を促す観点から、旅行者の 満足度等に関するアンケー
構築することにより、観光 ニーズと各温泉地で行われ ト調査を実施し、72，000の

地の地域間競争を促進さ ている誘客事業とのミス サンプルをもとに分析を行

せ、地域自らの努力を喚起 マッチを分析し、温泉地ご い、我が国の温泉地が取り
し、地域独自の取組みを促 とに取組むべき課題や有効 組むべき課題や有効な指針
す。 な指針を示すための調査を

実施している。
を提示していく。

厚生労働省、国土交通省等 国土交通省 ・1 2 省庁が連携して休暇 ・1 2 省庁連携による啓発 キャンペーン等積極的な啓 ①、②、③
の関係府省は協力して、平 取得の啓発活動を実施。 活動など国の取り組みに連 発事業の展開が必要。 今後、 1 5 年度未までに、
成 1 4 年度から、学校の夏 ・文部科学省に対して 「観 携して、地方自治体や民間 連続休暇取得による旅行需
休みの一部を秋休みに移行 光振興に関する副大臣会議 にも 「ゆとり休暇」の広報 要創出のための環境整備事
したり、長期休暇を地域ご 報告書」を地方教育委員会 に協力いただけるところが 業として、長期家族旅行の
とにずらすなどの休暇の分 へ送付するよう要請し、環 増えているとともに、 推進を図るためのモニター
散化を推奨するとともに、 境整備を促進。 （社）日本ツーリズム産業 ツアー実施等、 「ゆとり体
年休計画表の作成の一層の ・家族の 「夢バカンス ・プ 団体連合会が 「秋休み」普 暇」取得推進に向けたキヤ
促進等を通じ、休暇の長期 ラン」を15年 1 月から2 月 及促進キャンペーンを開始 ンペーン等を展開する。
連続化や休暇取得時期の多
様化を推奨する。文部科学
省は、必要に応じ協力す
る。

にかけて募集し、 3 月発表
予定。

・15年 1 月、 「ゆとり休
暇」の取得促進の啓発事業
を展開するため、扇国土交
通大臣が宮川大助 ・花子さ
んを 「ゆとり休暇大使」に
任命。宮川大助 ・花子さん
は、 「ゆとり休暇」．をネタ
にした漫才や P R 活動 ・イ
ベントを展開中。

・ 「ゆとり休暇」の取得促
進の啓発事業を展開するた
め 「ゆとり休暇川柳」を募
集中

した。
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・15年 2 月か．ら3 月、連続
休暇取得促進キャンペーン
として、全国紙新聞 ・テレ
ビスポット・雑誌十致誌 ・
主要都市電車等車内吊り

で、 「ゆとり休暇」取得促
進の広報を幅広く展開 ・実
施。

・15年 3 月、全国 9 カ所で
地元のマスコミ・経済界等
とも連携しながら長期家族
旅行促進シンポジウムを開
催し、 「ゆとり休暇」の取
得促進を呼び掛ける。

国土交通省は、国際港湾機
能を強化するため、廿を活
用した航行規制の効率化に
よるノンス トップ航行を平
成 1 5 年度以降順次実現す
るなど、規制 ・制度や運用
面での改革を推進し、関係
府省は連携して、平成 1 5
年度のできる限り早期に輸
出入 ・港湾関連手続きのワ
ンス トップサービス （シン
グルウィンドウ化），を実現
する。

国土交通省 （1）海上ハイウェイネット

ワークの構築
（再掲）

（2）スーパー中枢港湾の育成
（再掲）
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℡ ℡
国土交通省は、職住近接型 国土交通省 ・水辺都市再生を推進する ・河川部局、まちづくり部 本肝り組みについての民間 ③今後も施策等の共有化を
の街づくりを推進する。ま ため緩．傾斜堤防の整備時 局がブロック会議を通じて 事業者等に対する更なる周 図るため、ブロック会議の
た、堤防上の土地利用の規 こ、用地買収をせずに公開 情報の共有化ができ、今後 知が必要。 開催等、周知に向けて広報
制を緩和し水辺都市再生を 空地として扱い、建築物の の河川を活かしたまちづく 活動を展開していく。
促進する。 容積割増しを可能とする施

策等について、r河川を活か

したまちづくり事例集」とし
て、平成 1 4 年 8 月にとり
まとめ発行した。

・河川を活かしたまちづく
りを推進、普及啓発するた
め、全国の各地方整備局に
おいて河川部局とまちづく
り部局が一同に介してブ

ロック会議を開催し、河川
とまちづくり部局双方の施
策等について情報の共有化
を図りつつある。

リを進めていく上で技術の
向上が図られた。

関係府省は、地元自治体と 国土交通省 ・平成14年度は、千葉市、 ②③
実施結果をもとに、オープ協力し、道路等利用を含め、 横浜市、大阪市等におい

イベントやロケ等通じて、商 て、地元住民等と協力し、 ンカフェ等のイベン トがま
店街の活性化及び地域の観 イベント等の際に道路上に ちのにぎわいに与える効
光振興を推進する。 オープンカフェを実施した

ところ。1
果、実施上の課題等につい

て、検討していくこととし
ている。

関係府省は協力して、平成1 国土交通省 観光基盤施設整備費補助金 平成 1 4 年度は、山口県、 外国語案内標識のガイドラ

4年度、世界で活躍する日本 は、地方公共団体が行う観 三重県、香川県において案 インの策定。

ノ

製品や日本人、個性ある日
本の自然環境や文化をア
ピールするグローバル戦略
を構築する。
在外公館の活用や国際P

R 、わかりやすい標識や情報
拠点の整備等を推進する。

光基盤施設整備の先進的事
例に対し補助することによ
り、これを参考に他の地域
においても、地方公共団体
等による観光基盤施設整備

の推進を意図した制度であ
り、外客誘致を目的とした
「国際交流拠点 ・快適観光

空間」、自動車旅行及び高
齢者等の利便向上を目的と

した 「広域観光テーマルー
ト・バ リアフリー観光空
間」において、観光案内板
を含む観光基盤の整備を
行っている。

内板整備を行っている。
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総務省及び関係府省は、第 国土交通省 スム÷ズな移動環境の実 ニ・調査団をシンガポール 東アジア交通事業者等との ①第156国会会期末迄→シンが
4 世代移動通信システムな 現、シームレスな情報アク （15年 1 月）および香港 諸調整。 ホ●－ル、香港等との所要の調1
ど、どこでも塾、移動型の セス環境を実現する　r次世 （同2 月）に派遣して所要 盤を引き続き進める。ま
次世代ITの産学官研究開発 代の未来型交通システムJ の調整を実施。 た、事後精算方式のICカー
を推進する。 の開発について（カ交通 I C ・事後精算方式のICカー ド ドを使ったシステムについ

カードを発展させた、東ア を使ったシステムについて ては、15年度中に開西地区
ジアの複数都市で共通に利 は1 5 年 1 月より札幌市営 で本格導入される予定
用できる複数通貨対応機能 地下鉄で実験を開始 （3 月 ⑧それ以降→平成16年10月
を有する交通ICカー ドの研
究開発、および②ICカー ド
と携帯電話の融合により交
通分野における各種支払い
にも利用できる複合型携帯
端末の研究開発について、

その一部前倒しの経費が 1
4 年度補正予算において計
上されたほか 「次世代の未
来型交通システム」の開発

に関しては 1 5 年度予算案
においても所要の予算を計
上。複数通貨や携帯端末へ
の導入に対応しやすい事後
精算方式の I C カー ドを
使ったシステムの構築等に
係る研究を実施中。

末まで） の I T S 世界大会 （名古
屋）、平成17年 3 ～ 9 月の
愛知万博に向けて魅力ある
都市を実現するための次世
代プロジェク トを名古屋周
辺等で展開する予定

警察庁、国土交通省は、地 （無断駐車へ対応について】 荷捌き停車帯の整備や力 ②③
方自治体と協力し、徹底した ・三大都市圏等において違 ラー舗装による駐停車禁止 今後モデル路線において
渋滞解消を図るための施策 法駐車が特に激しい幹線道 区域の明示と公安委員会な 荷捌き停車帯の整備や力
を推進する。このため、自治 路をモデル路線として選 どによる取り締まりや啓発 ラー舗装による駐停車禁止
体レベルでの渋滞解消計画 定。 活動の強化などにより、路 区域の明示等を公安委員会
の策定が求められるほか、 上駐車が削減され、渋滞発 等の取 り締まりなどと連携
首都圏中央連絡道路等の三 生の軽減や交通事故の防止 しなが ら総合的、集中的に
大都市圏環状道路の早期完
成、無断駐車への迅速な対
応、道路周辺工事・街路樹
勇定の夜間化、自動車交通
量の調整を図る交通需要マ
ネジメント施策の展開等を進
める。

など、円滑かつ安全な道路
交通環境の実現が見込まれ

る。

実施。
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